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河内長野市消防手数料徴収条例新旧対照表 

改正前 改正後 適用期日 

別表第４（第２条の４関係） 別表第４（第２条の４関係）  

 

９ 法第３７条の

３第１項の規定

に基づく貯蔵施

設又は特定供給

設備の完成検査 

法第３６条第１項の許可に係

る貯蔵施設又は特定供給設備

の完成検査 

３１，０００円に

貯蔵施設又は特

定供給設備（高圧

ガス保安法第２

０条第１項又は

第３項の規定に

基づき完成検査

を受け、又は自ら

行い、同法第８条

第１号の技術上

の基準に適合し

ていると認めら

れた液化石油ガ

スに係る施設（以

下この項におい

て「完成検査合格

施設」という。）

であるものを除

く。）の数を乗じ

て得た額と５，８

００円に完成検

査合格施設であ

る貯蔵施設又は

特定供給設備の

数を乗じて得た

額との合計額 

 

９ 法第３７条の

３第１項の規定

に基づく貯蔵施

設又は特定供給

設備の完成検査 

法第３６条第１項の許可に係

る貯蔵施設又は特定供給設備

の完成検査 

３１，０００円に

貯蔵施設又は特

定供給設備（高圧

ガス保安法第２

０条第１項若し

くは第３項又は

同法第３９条の

２２第１項の規

定に基づき完成

検査を受け、又は

自ら行い、同法第

８条第１号の技

術上の基準に適

合していると認

められた液化石

油ガスに係る施

設（以下この項に

おいて「完成検査

合格施設」とい

う。）であるもの

を除く。）の数を

乗じて得た額と

５，８００円に完

成検査合格施設

である貯蔵施設

又は特定供給設
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法第３７条の２第１項の許可

に係る貯蔵施設又は特定供給

設備の完成検査 

２４，０００円に

変更に係る貯蔵

施設又は特定供

給設備（完成検査

合格施設である

ものを除く。）の

数を乗じて得た

額と５，８００円

に完成検査合格

施設である変更

に係る貯蔵施設

又は特定供給設

備の数を乗じて

得た額との合計

額 

 
 

備の数を乗じて

得た額との合計

額 

法第３７条の２第１項の許可

に係る貯蔵施設又は特定供給

設備の完成検査 

２４，０００円に

変更に係る貯蔵

施設又は特定供

給設備（完成検査

合格施設である

ものを除く。）の

数を乗じて得た

額と５，８００円

に完成検査合格

施設である変更

に係る貯蔵施設

又は特定供給設

備の数を乗じて

得た額との合計

額 

 
 

備考 備考  

この表の右欄に掲げる金額は、同表の中欄に特別の計算単位

の定めのあるものについてはその計算単位についての金額と

し、その他のものについては１件についての金額とする。 

この表の右欄に掲げる金額は、同表の中欄に特別の計算単位

の定めのあるものについてはその計算単位についての金額と

し、その他のものについては１件についての金額とする。 

 

 


